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医療法の人員標準未満保険医療機関の取扱について 

 

１．入院基本料の算定方法  (平成 18 年 3 月 6 日厚生労働省告示第 104 号) 

1) 医師の員数の基準 

   平成１８年診療報酬改正により、医療法の看護師等の不足に対しての減額がなくなった

為、医師の員数が 70%以下不足した場合、下記のとおり入院基本料が減額される。 

  

医師の員数基準 入院基本料の算定

70%超～ 100% 

50%超～70%以下 90% 

50%以下 85% 

  

一般病棟入院基本料……１日あたりの目安 

医師の員数基準 7 対 1 入院基本料 10 対 1 入院基本料 13 対 1 入院基本料 15 対 1 入院基本料

70%超～ １，５５５点 １，２６９点 １，０９２点 ９５４点 

50%超～70%以下 １，３９９点 １，１４２点 ９８２点 ８５８点 

50%以下 １，３２１点 １，０７８点 ９２８点 ８１０点 

精神病棟入院基本料……１日あたりの目安 

医師の員数基準 10 対 1 入院基本料 15 対 1 入院基本料 18 対 1 入院基本料 20対1入院基本料

70%超～ １，２０９点 ８００点 ７１２点 ６５８点 

50%超～70%以下 １，０８８点 ７２０点 ６４０点 ５９２点 

50%以下 １，０２７点 ６８０点 ６０５点 ５５９点 

(参考) 

① 医療法第 21 条第 1 項第 1 号又は第 22 条の 2 第 1 号の規定により有しなければならない厚生労働省

令に定める医師の員数に 100 分の 50 を乗じて得た数を超え 100 分の 70 を乗じて得た数以下 

② 医療法第 21 条第 1 項第 1 号又は第 22 条の 2 第 1 号の規定により有しなければならない厚生労働省

令に定める医師の員数に 100 分の 50 を乗じて得た数以下 

 

２．特定入院料の算定基準  (平成 18 年 9 月 29 日厚生労働省告示第 601 号) 

 特定入院料の場合は、小児入院医療管理料、精神科救急入院料、精神科急性期治療病

棟入院料、精神療養病棟入院料の４項目に医療法における医師の員数並びに看護師及び

准看護師の員数の配置が義務付けられており、基準を満たさない場合は、算定不可となる。

いずれも満たさない場合は、入院基本料の算定となるが、有資格者２人以上の夜勤等の条

件等が満たされていなければ、特別入院基本料の算定となる。(特定入院料は、有資格者２

人以上夜勤は、条件にない) 

 



  
 点数 特別入院基本料 減額 

 
小児入院医療管理料 1 

小児入院医療管理料 2 

３，６００点 

３，０００点 
 

 
小児入院医療管理料 3 ２，１００点 

５７５点 

５７５点 

５７５点 

▲３，０２５点 

▲２，４２５点 

▲１，５２５点 

精神科救急入院料 ※３，２００点 ５５０点 ▲２，６２５点 
 

 

精神科急性期治療病棟入院料１

精神科急性期治療病棟入院料 2

※１，９００点

※１，８００点

５５０点 

５５０点 

▲１，３５０点 

▲１，２５０点 

精神療養病棟入院料 １，０９０点 ５５０点 ▲５４０点 

       

 

 

※は、３０日以内の点数 

 

         届出医療機関数 

  （上段：医療機関数／下段：病床数） 

  平成１６年 平成１７年 平成１８年 

１２１ １４８ １６５
小児科入院医療管理料１ 

５，９７８ ７，１２３ ８，３０１

２１８ ２１７ ２９０
小児科入院医療管理料２ 

６，６５９ ６，４０１ ８，２７７

１１５ １１０ １０５
小児科入院医療管理料３ 

－ － －

１４ １６ ２２
精神科救急入院料 

６０２ １，１９２ １，４８１

１２４ １４４ １６３
精神科急性期治療病棟入院料１ 

６，５１６ ７，１３９ ７，５１７

１２ １２ １０
精神科急性期治療病棟入院料２ 

６９６ ６８０ ５１６

６７８ ７２３   
精神療養病棟入院料１ 

８０，３２５ ８１，４４６ ７９４

９ ８ ７２，４１３
精神療養病棟入院料２ 

６４１ ５２８   

 
 (参考) 

  （１) 通則：  厚生労働大臣の定める入院患者の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定

に規定する入院患者の基準及び医師等の員数の基準のいずれかにも該当しないこと。 

  （２) 医療法等の人員規定にかかわる診療報酬施設基準 

     ① 小児入院医療管理料の施設の施設基準 

ロ．医療法施行規則第 19 条第 1 項第 1 号に定める医師の員数以上の員数が配置されていること 

     ② 精神科救急入院料の施設基準 

イ． 医療法施行規則第 19 条第 1 項第 1 号に定める医師の員数以上の員数が配置されていること 

ロ． 医療法施行規則第 19 条第 1 項第 4 号に定める看護師及び准看護師の員数以上の員数が配

置されていること 

     ③精神科急性期治療病棟入院料の施設基準等の通則 

ロ．医療法施行規則第 19 条第 1 項第 1 号に定める医師の員数以上の員数が配置されていること 

ハ． 医療法施行規則第 19 条第 1 項第 4 号に定める看護師及び准看護師の員数以上の員数が配

置されていること 

     ④精神療養病棟入院料の施設基準 

ロ．医療法施行規則第 19 条第 1 項第 1 号に定める医師の員数以上の員数が配置されていること 

ハ．医療法施行規則第 19 条第 1 項第 4 号に定める看護師及び准看護師の員数以上の員数が配

置されていること 


